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参考資料９－１

環水土第 134号
平成 11年 7月 14日

（各都道府県）知事

殿

（各政令指定都市）市長

環境庁水質保全局長

土壌中のダイオキシン類及びコプラナーＰＣＢに係る暫定的なガイドラインについ

て

近年、土壌中から高濃度のダイオキシン類が検出される事例が判明し、また、ダイ

オキシン類に対する社会的な関心が高まっていることから、環境庁では平成 10年 5月、「土
壌中のダイオキシン類に関する検討会」を設置し、土壌中のダイオキシン類に由来する環

境影響の評価方法、対策手法等に関する検討を重ねてきた。このたび、同検討会により、

別添のとおり「居住地等に係る暫定ガイドライン」の設定を提案する第一次報告が取りま

とめられたところである。

このため、今般、環境庁として、当面の措置として、居住地等における地域的な高

濃度汚染につき地域住民の曝露リスクを低減することを目的として、対策をとるべき暫定

的なガイドラインを下記のとおり定めたので、通知する。

ついては、貴職におかれては、この暫定的なガイドラインを参考に、現地の実状を

勘案した上で、事業者等に対する指導等を行い、また必要に応じ土壌汚染に係る調査の実



- 2 -

施に努める等適切な対応をお願いする。

なお、暫定的なガイドラインの考え方の詳細については、別添の「土壌中のダ

イオキシン類に関する検討会第一次報告」（平成 11年 7月）を参照されたい。
なお、この暫定的なガイドラインについては、今後の科学的知見の充実に応じ

て適宜再評価していくこととしている。

記

１．暫定的なガイドライン値

居住地等一般の人の日常生活に関わりのある場所について、対策をとるべきダイオ

キシン類及びコプラナーＰＣＢの土壌中濃度を、1,000pg-TEQ/gとする。
毒性等量を求める際には、毒性換算係数は 1997年にＷＨＯで再評価されたもの

を用いる。

このガイドライン値が適用される場所は、住宅地のほか、周辺の通路、休憩・休養

・運動の場所など、一般の人が自由に立ち入ることが想定される場所が含まれ得 るが、

実際に個々の場所に当てはめ、対策の必要性を検討する際には、現地の実状を踏まえ判断

するものとする。

なお、このガイドライン値は、廃棄物の埋立地等ダイオキシン類を含有するおそれ

のあるものの処分を目的として集積している場所に係る土壌については、一般環境から適

切に隔離、区別されている場合にあっては、適用しない。

２．調査及び対策

土壌中のダイオキシン類及びコプラナーＰＣＢについて調査及び対策を行う場合に

は、別添の「土壌中のダイオキシン類に関する検討会第一次報告」の他、「土壌・地下水

汚染に係る調査・対策指針」（平成 11 年 1 月 29 日付け環水企第 29 号、環水土第 11 号環
境庁水質保全局長通知）も参考にし、次の考え方により行う。

(1)調査

調査は、あらかじめ土地利用状況等を資料等により調査した上で目的に応じて適切

に試料採取地点を選定し、一般環境把握調査又は対象地概況調査の結果、暫定的なガイド

ライン値を超過する汚染を検出した場合には、汚染源を推定するとともに、深度方向の調

査を実施し、対策をとるべき範囲を確定する。
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(2)対策

対策は、汚染の規模や濃度、周辺地域の状況や対策技術の適用可能性等を勘案の上、

掘削除去した土壌又は原位置の土壌に対して、被覆（覆土、植栽、舗装等）又は浄化（分

離・分解）から適切な手法を選択して実施する。

被覆対策を行う場合には、容易にその機能が損なわれないように施工するとと

もに、対策の実施後も被覆の状況についての管理及び記録の承継を行う。

なお、このような対策を早期に行わない場合には、応急対策（立入制限、シー

ト等による被覆、周辺環境モニタリング等）を実施する。

また、対策の実施、汚染土壌の掘削、運搬、保管等の作業に当たっては、周辺

環境に影響を及ぼさないように十分に配慮する。


